高知県経営体育成支援事業費補助金交付要綱の改正概要

１　改正の目的
　　「農地利用効率化等支援交付金実施要綱（令和４年３月30日付け３経営第3156号農林水産事務次官通知）（最終改正：令和７年７月７日付け７経営第969号農林水産事務次官依命通知）」が改正され、名称が一部変更（「交付金」から「事業」）となったこと。

また、農地利用効率化等支援交付金のうち地域農業構造転換支援タイプが、地域農業構造転換支援対策事業（令和８年１月23日付け７経営第2081号農林水産事務次官依命通知）として別事業となったこと。さらに令和8年4月7日付け８経営第14号農林水産事務次官依命通知により改正となったこと。
[bookmark: _GoBack]これらに合わせて、県要綱を改正する。

２　改正の内容
（１）　第２条　根拠となる国要綱及び地域農業構造転換支援タイプの追加
国根拠要綱：地域農業構造転換支援対策実施要綱
タイプ：（４）地域農業構造転換支援タイプ

（２）　第16条　県内発注の追加及び以下の条ずれ

（３）　別表第１の補助対象事業タイプの変更及び追加
　　　地域農業構造転換支援タイプ：４として追加
　　　附帯事務費：４から５に変更

（４）　第２号様式の１（１）の項目の削除及び追加
　　　削除：１－２融資主体支援タイプのうち先進的農業経営確立支援タイプ
　　　追加：４地域農業構造転換支援タイプ

（５）　第10号様式の変更
　国の要綱に基づいた各支援タイプの様式を変更
　支援タイプ(１)～(３)：第10号様式の１「みどりチェック」チェックシート
　支援タイプ(４)：第10号様式の２　環境負荷低減のチェックシート

